
理

由

農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
農
林
漁
業
の
六
次
産
業
化
の
促
進
に
よ
る
農
林
漁
業
の
持
続
的
か
つ
健
全
な
発
展
及
び
農
山
漁
村
の

活
性
化
を
図
る
た
め
、
基
本
方
針
の
策
定
並
び
に
総
合
化

計
画
及
び
研
究
開
発

事
業
計
画
の
認
定
に
つ
い
て

事
業

・
成
果
利
用

定
め
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
、
農
地
の
転
用
に
関
す
る
許
可
、
品
種

登
録
に
係
る
出
願
料
等
に
関
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


